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自己株式の処分及び株式の売出しに関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年７月３日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分及び当社株式の売出

しを行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

【本資金調達の目的】 

当社グループは、経営戦略「ひらまつの新たなる挑戦」の３つの柱である「既存事業の強化・拡大」、「新

規事業の開発」、「人財育成」を進めており、「新規事業の開発」において、新たな事業領域であるホテル事

業を今後の中核事業の一つとして位置付け、平成28年にホテル市場への本格参入を果たしました。 

平成28年には、ホテル事業における第一章（リゾート型、客室数10室前後のホテルの出店）として、国内

有数のリゾート地である賢島、熱海、箱根仙石原（注）に３つのホテルを出店し、「滞在するレストラン」と

いう新たな市場を創出しました。「滞在するレストラン」として展開するホテルは、ホテル従来の機能である

「滞在」に当社グループが培ってきたレストランとしての付加価値を加えたものであり、国内のホテル市場に

おいて、他のホテルとは一線を画す新しい価値を備えたホテルの提案となります。出店地の特色を活かした心

地よい滞在空間に、至極の料理、ワイン、サービスが加わることで創造される「滞在するレストラン」の提案

は、国内外のメディアから注目を集め、多くのお客様から称賛の声をいただき、順調な滑り出しをみせており、

ホテル事業における第一章がここに完結いたしました。 

平成29年からは次なるホテル事業へのステップとして、第二章（リゾート型、客室数20～50室前後のホテ

ルの出店）に向けた本格的な準備段階に入ります。平成 30 年７月に当社グループ初となるヴィラタイプのス

イートルームを併設した沖縄宜野座（客室数 19 室予定）への出店を皮切りに、第三章（都市型ラグジュア

リー、客室数50室超のホテルの出店）への構想も視野に、客室数を20～50室前後の規模に拡大したホテルの

出店を進めてまいります。 

今般、今後のホテル事業を安定的に推進するうえで必要な資金を確保し、長期の成長を支える強固な財務基

盤を構築することを目的として、自己株式の処分による資金調達を実施いたします。具体的には、本件による

調達資金を、既に公表しております平成30年７月に出店予定の沖縄宜野座、平成32年春に出店予定の軽井沢

御代田及び平成 32 年夏に出店予定の那須温泉のホテル新規出店に係る設備投資資金に充当する予定でありま

す。なお、出店予定の各ホテルの概要については、平成28年５月13日及び平成29年６月16日に公表いたし

ました「ホテルの新規出店に関するお知らせ」を参照ください。 

本資金調達をもって推進する第二章としてのホテル事業の展開は、将来の第三章に向けた序奏として、ホテ

ル事業を飛躍的に成長させるための重要なステップになると共に、企業価値の更なる向上に資すると考えてお

ります。 

また、当社グループは、「株主様＝顧客」という基本概念を一貫して推し進めており、株主様に顧客となっ

ていただくことを目標にしております。この度の自己株式の処分による株主層の拡大は、当社グループのレス

トランやホテルのファン層を拡大し、顧客の増加に繋がるものと考えております。 

（注） 「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」、「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」及び「THE 

HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原」を指します。 

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目

的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論

見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
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１．公募による自己株式の処分（一般募集） 

(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 8,700,000株 

(２) 払 込 金 額 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規

定される方式により、平成29年７月11日（火）から平成29年７月14

日（金）までの間のいずれかの日（以下「処分価格等決定日」とい

う。）に決定する。 

(３) 募 集 方 法 一般募集とし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「引受人」という。）

に全株式を買取引受けさせる。なお、一般募集における処分価格（募

集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規

則第 25 条に規定される方式により、処分価格等決定日の株式会社東京

証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、

その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満

端数切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、処分価格等

決定日に決定する。 

(４) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における処

分価格（募集価格）から払込金額（引受人より当社に払込まれる金

額）を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。 

(５) 申 込 期 間 処分価格等決定日の翌営業日から処分価格等決定日の２営業日後の日

まで。 

(６) 払 込 期 日 平成 29 年７月 19 日（水）から平成 29 年７月 24 日（月）までの間の

いずれかの日。ただし、処分価格等決定日の５営業日後の日とする。 

(７) 受 渡 期 日 上記払込期日の翌営業日 

(８) 申 込 証 拠 金 １株につき処分価格と同一の金額 

(９) 申 込 株 数 単 位 100株 

(10) 払込金額、処分価格（募集価格）、その他本公募による自己株式の処分に必要な一切の事項の決定

は、代表取締役社長 陣内孝也に一任する。 

(11) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記【ご参考】１.をご参照） 

(１) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 1,300,000株 

なお、上記売出株式数は上限の株式数を示したもので、需要状況等によ

り減少する場合、又は本売出しが全く行われない場合がある。売出株式

数は需要状況等を勘案した上で、処分価格等決定日に決定する。 

(２) 売 出 人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

(３) 売 出 価 格 未定（処分価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集におけ

る処分価格（募集価格）と同一とする。） 

(４) 売 出 方 法 一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ

日興証券株式会社が当社株主である平松博利（以下「貸株人」という。）

より借り入れる当社普通株式について追加的に売出しを行う。 

(５) 申 込 期 間 一般募集における申込期間と同一とする。 

(６) 受 渡 期 日 一般募集における受渡期日と同一とする。 

(７) 申 込 証 拠 金 一般募集における申込証拠金と同一とする。 

(８) 申 込 株 数 単 位 100株 

(９) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長 陣内孝也に一任する。 

(10) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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３．第三者割当による自己株式の処分（本第三者割当による自己株式の処分）（後記【ご参考】１.をご参照） 

(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 1,300,000株 

(２) 払 込 金 額 一般募集における払込金額と同一とする。 

(３) 割 当 先 及 び 

割 当 株 式 数 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,300,000株 

(４) 申 込 期 日 平成 29 年８月 15 日（火）から平成 29 年８月 22 日（火）までのいずれ

かの日。ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの

申込期間終了日の翌日から起算して 30 日目の日（30 日目の日が営業日で

ない場合はその前営業日）の２営業日後の日とする。 

(５) 払 込 期 日 平成 29 年８月 16 日（水）から平成 29 年８月 23 日（水）までのいずれ

かの日。ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの

申込期間終了日の翌日から起算して 30 日目の日（30 日目の日が営業日で

ない場合はその前営業日）の３営業日後の日とする。 

(６) 申 込 株 数 単 位 100株 

(７) 払込金額、その他本第三者割当による自己株式の処分に必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長

陣内孝也に一任する。 

(８) 上記(４)に記載の申込期日までに申込みのない株式については、処分を打ち切るものとする。 

(９) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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【ご参考】 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、1,300,000株を上限として、一般募集の主幹事会社である

ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメ

ントによる売出し」という。）を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したも

のであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われな

い場合があります。 

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入れ

た当社普通株式（以下「借入株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、当社は、平成29

年７月３日（月）開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当によ

る自己株式の処分を行うことを決議しております。 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集及びオーバーアロットメント

による売出しの申込期間終了日の翌日から当該申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日（30日目

の日が営業日でない場合はその前営業日）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。

（注））、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で

株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を

行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当さ

れます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シン

ジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引

を終了させる場合があります。 

 また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間

中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式

の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取

引及びシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数につ

いてのみ、本第三者割当による自己株式の処分の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者

割当による自己株式の処分における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失

権により本第三者割当による自己株式の処分における最終的な処分株式数が減少する場合、又は処分そ

のものが全く行われない場合があります。 

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当による自己株式の処分の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ

日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。 

 オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが

行われる場合の売出株式数については、処分価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントに

よる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入

れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当による自己株式の処分に係

る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当による自己株式の処分は全く行わ

れません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。 

（注）シンジケートカバー取引期間は、 

① 処分価格等決定日が平成29年７月11日（火）の場合、「平成29年７月14日（金）から平成

29年８月10日（木）までの間」 

② 処分価格等決定日が平成29年７月12日（水）の場合、「平成29年７月15日（土）から平成

29年８月10日（木）までの間」 

③ 処分価格等決定日が平成29年７月13日（木）の場合、「平成29年７月19日（水）から平成

29年８月17日（木）までの間」 

④ 処分価格等決定日が平成29年７月14日（金）の場合、「平成29年７月20日（木）から平成

29年８月18日（金）までの間」となります。 
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２．今回の自己株式の処分による自己株式数の推移 

現在の自己株式数 13,589,639株 （平成29年６月30日現在） 

一般募集による処分株式数 8,700,000株  

本第三者割当による処分株式数 1,300,000株 （注） 

本第三者割当による処分後の自己株式数 3,589,639株 （注） 

（注）  前記「３. 第三者割当による自己株式の処分（本第三者割当による自己株式の処分）」に記載の割当

株式数の全株式に対しＳＭＢＣ日興証券株式会社から申込みがあり、処分がなされた場合の株式数

です。 

 

３．調達資金の使途 

（１）今回の調達資金の使途 

今回の一般募集及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限 6,177,084,000 円につ

いては、平成 30 年７月までに 2,276,000,000 円を THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座（仮

称）の新規出店に係る設備投資資金に、平成 32 年６月までに 2,949,000,000 円をホテル（軽井沢御代

田）の新規出店に係る設備投資資金に、残額を平成 32 年９月までにホテル（那須温泉）の新規出店に係

る設備投資資金に充当する予定であります。 

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。 

 また、当社グループの設備投資計画は、平成 29 年７月３日現在（ただし、投資予定金額の既支払額に

ついては平成29年５月31日現在）、以下のとおりであります。 

投資予定金額 
着手及び 

完了予定年月 会社名 

事業所名 
所在地 

設備の 

内容 総額 

（千円）

既支払額

（千円）

資金調達 

方法 
着手 完了 

完成後の

増加能力

当社 

高台寺 十牛庵 

レストランひらまつ 高台寺 

京都府 

京都市 

東山区 

店舗設備 1,267,000 603,610 自己資金 
平成26年 

12月 

平成29年

９月 

店舗設備

の増加 

当社 

THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 

沖縄・宜野座（仮称） 

沖縄県 

国頭郡 

宜野座村 

宿泊設備 2,356,000 79,829

自己株式の

処分資金及

び自己資金 

平成26年 

12月 

平成30年

７月 

宿泊設備

の増加 

当社 

ホテル 

軽井沢御代田 

長野県 

北佐久郡 

御代田町 

宿泊設備 2,959,000 9,200

自己株式の

処分資金、

借入金及び

自己資金 

平成30年 

４～６月 

平成32年

４～６月 

宿泊設備

の増加 

当社 

ホテル 

那須温泉 

栃木県 

那須郡 

那須町 

宿泊設備 3,008,000 ―

自己株式の

処分資金、

借入金及び

自己資金 

平成30年 

７～９月 

平成32年

７～９月 

宿泊設備

の増加 

（注）「高台寺 十牛庵」「レストランひらまつ 高台寺」につきましては、リース契約に伴い平成29年３月に

土地を売却しております。 

 

（２）前回調達資金の使途の変更 

変更はありません。 

 

（３）業績に与える影響 

今期の業績に与える影響はありません。 なお、今回の調達資金を上記（１）「今回の調達資金の使

途」に記載の使途に充当することにより、当社グループの企業価値の更なる向上につながるものと考え

ております。 

 

 



 

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目

的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論

見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
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４．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。今

後のレストラン・ホテル事業推進のための設備投資、及び企業体質強化のための内部留保を勘案した

キャッシュ・フロー重視の経営を目指しつつ、業績に裏付けられた成果の配分として、配当性向 30％超

を目処とした最低配当金額の設定を基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定

機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

 

（２）配当決定にあたっての考え方 

 上記「（１）利益配分に関する基本方針」に記載のとおりであります。 

 

（３）内部留保資金の使途 

 上記「（１）利益配分に関する基本方針」に記載のとおりであります。 

 

（４）過去３決算期間の配当状況等 

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 

１株当たり連結当期純利益 45.61円 41.88円 31.69円

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 

（内１株当たり中間配当金） 

15.60円

（7.50円）

16.67円 

（8.00円）

20.00円

（9.00円）

実 績 連 結 配 当 性 向 34.2％ 39.8％ 63.1％

自己資本連結当期純利益率 32.2％ 29.4％ 24.2％

連 結 純 資 産 配 当 率 11.0％ 11.7％ 15.5％

（注） １. 実績連結配当性向は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結当期純利益で除した数値です。 

２．自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益（又は親会社株主に帰属する当期純利益）を、自

己資本（連結純資産額合計から少数株主持分（又は非支配株主持分）及び新株予約権を控除した

額の期首と期末の平均）で除した数値です。 

３．連結純資産配当率は、１株当たりの年間配当金を１株当たり連結純資産（期首と期末の平均）で

除した数値です。 

 

５．その他 

（１）配分先の指定 

該当事項はありません。 

 

（２）潜在株式による希薄化情報 

当社は、ストックオプション制度を採用し、会社法に基づき新株予約権を発行しており、その内容は

平成 29 年６月 30 日現在、以下のとおりです。なお、発行済株式総数 48,604,200 株に対する下記の交付

株式残数の比率は0.93％となります。 

（注）下記交付株式残数がすべて新株式で交付された場合の潜在株式の比率です。 

ストックオプション付与の状況 

発行決議日 交付株式残数 権利行使価額 資本組入額 行使期間 

平成29年２月23日 450,000株 697円 349円 
平成31年３月１日から 

平成39年２月28日まで 

 



 

ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目

的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論

見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
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（３）過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

① エクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。  

 

② 過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期 

始   値 675円 635円 750円 667円

高   値 709円 948円 760円 709円

安   値 575円 586円 580円 614円

終   値 635円 742円 667円 662円

株価収益率 13.92倍 17.72倍 21.05倍 －倍

（注）１. 株価収益率は決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり連結当期純利益で除した数値で

す。また、平成30年３月期については未確定のため記載しておりません。 

２．平成30年３月期の株価等については、平成29年６月30日（金）現在で記載しております。 

 

③ 過去５年間に行われた第三者割当増資における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はありません。 

 

（４）ロックアップについて 

一般募集に関し、当社株主である平松博利及び平松慶子は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、処

分価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間（以下「ロッ

クアップ期間」という。）中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、

処分価格等決定日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）を売却等しない旨を合意し

ております。 

また、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対してロックアップ期間中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社

の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義

務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当による自己株式の処分並びに株式分割による新株式

発行等及びストックオプションに係る新株予約権の発行を除く。）を行わない旨を合意しております。 

なお、上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは

全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。 

 

以 上 


